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契約変更内容 

 

1． 屋外付帯改修工事 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

1． 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため 

・屋外付帯物 仮撤去復旧の増 約 10 カ所（工事施工に支障があるため）  

・撤去樹木の増 約 60 本（工事施工に支障があるため） 

・既存 CB 壁、RC 壁 撤去範囲の増 約 100m（工事施工に支障があるため） 

・コンクリート舗装から透水性アスファルト舗装へ変更 

（雨天時の水だまりを解消するため） 

・集会所前 舗装範囲の増 約 50 ㎡（住民との調整による） 

・見切り工から擁壁工へ変更、コンクリート縁石仕様の変更 

（高低差を調整するため） 

・パイプフェンス設置長さの増 約 10ｍ（高低差が生じ、安全性向上のため）

・排水経路の変更（雨天時のオーバーフローを解消するため） 

・法面整形、植生シート設置の増 約 300 ㎡（法面の安全性を向上するため）

・屋外付帯物 塗替から撤去、撤去新設、塗装取止めへ変更（約 45 箇所） 

（劣化状況に応じて仕様を変更する必要が生じたため） 

・倉庫３ ＣＢ造からﾌﾟﾚﾊﾌﾞへ変更（作業工期短縮のため） 

・倉庫６ 屋根塗替から撤去新設へ変更 

（劣化状況に応じて仕様を変更する必要が生じたため） 

 

 


